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議第35号

京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の

基準等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

　京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に

関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成27年２月20日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の

基準等に関する条例等の一部を改正する条例

（京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に

関する条例の一部改正）

第１条　京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基

準等に関する条例の一部を次のように改正する。

　　第４条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第４条の２　指定通所支援及び基準該当通所支援の事業を行う事業所（児

童発達支援，医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る事業

の用に供する部分に限る。）は，建築物の耐震改修の促進に関する法律

（以下「耐震改修促進法」という。）第17条第３項第１号に規定する耐

震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大

臣が定める基準に適合していなければならない。

　　第５条中「前条」を「前２条」に改める。

　　第７条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第７条の２　指定障害児入所施設等は，耐震改修促進法第17条第３項第１
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号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものと

して国土交通大臣が定める基準に適合していなければならない。

　　第８条中「前条」を「前２条」に改める。

　　第10条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第10条の２　放課後児童健全育成事業を行う事業所は，耐震改修促進法第

17条第３項第１号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これ

に準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなければな

らない。

　　第11条中「前２条」を「前３条」に改める。

　　第15条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第15条の２　家庭的保育事業所等（家庭的保育事業，小規模保育事業又は

事業所内保育事業の用に供する部分に限る。）は，耐震改修促進法第17

条第３項第１号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに

準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなければなら

ない。

　　第16条中「前３条」を「第13条から前条まで」に改める。

　　第24条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第24条の２　児童福祉施設は，耐震改修促進法第17条第３項第１号に規定

する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土

交通大臣が定める基準に適合していなければならない。

　　附則第２項中「第12条」を「第26条」に改める。

（京都市老人福祉法等に基づく施設の設備及び運営の基準に関する条例の一

部改正）

第２条　京都市老人福祉法等に基づく施設の設備及び運営の基準に関する条
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例の一部を次のように改正する。

　　第７条第１項中「第５条」を「第６条」に，「第５条第１号」を「第６

条第１号」に改め，同条第２項中「第５条第２号」を「第６条第２号」に

改め，同条第３項中「第５条」を「第６条」に，「第５条第３号」を「第

６条第３号」に改め，同条を第８条とする。

　　第６条を第７条とし，第５条を第６条とし，第４条の次に次の１条を加

える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第５条　養護老人ホーム等は，建築物の耐震改修の促進に関する法律第17

条第３項第１号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに

準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなければなら

ない。

　　附則第２項中「第５条」を「第６条」に改める。

　　附則第３項及び第４項中「第７条」を「第８条」に改める。

（京都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正）

第３条　京都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に関する条例の一

部を次のように改正する。

　　目次中「第６条」を「第７条」に，「第７条～第９条」を「第８条～第

11条」に，「第10条・第11条」を「第12条～第14条」に，「第12条～第14

条」を「第15条～第18条」に，「第15条～第17条」を「第19条～第22条」

に，「第18条～第20条」を「第23条～第26条」に改める。

　　第20条中「前２条」を「前３条」に改め，同条を第26条とする。

　　第19条を第25条とし，第18条を第23条とし，同条の次に次の１条を加え

る。

　（地震に対する安全性の確保）
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　第24条　障害者支援施設は，耐震改修促進法第17条第３項第１号に規定す

る耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交

通大臣が定める基準に適合していなければならない。

　　第17条中「前２条」を「前３条」に改め，第６章中同条を第22条とする。

　　第16条を第20条とし，同条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第21条　福祉ホームは，耐震改修促進法第17条第３項第１号に規定する耐

震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大

臣が定める基準に適合していなければならない。

　　第15条を第19条とする。

　　第14条中「前２条」を「前３条」に改め，第５章中同条を第18条とする。

　　第13条を第16条とし，同条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第17条　地域活動支援センターは，耐震改修促進法第17条第３項第１号に

規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして

国土交通大臣が定める基準に適合していなければならない。

　　第12条を第15条とする。

　　第11条中「前条」を「前２条」に改め，第４章中同条を第14条とする。

　　第10条を第12条とし，同条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第13条　障害福祉サービス事業を行う事業所は，耐震改修促進法第17条第

３項第１号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じ

るものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなければならない。

　　第９条中「前条」を「前２条」に改め，第３章中同条を第11条とする。

　　第８条を第９条とし，同条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第10条　指定障害者支援施設は，耐震改修促進法第17条第３項第１号に規
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定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国

土交通大臣が定める基準に適合していなければならない。

　　第７条を第８条とする。

　　第６条中「前２条」を「前３条」に改め，第２章中同条を第７条とする。

　　第５条を第６条とし，第４条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第５条　指定障害福祉サービスの事業等を行う事業所（療養介護，生活介

護，短期入所，自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行

支援，就労継続支援Ａ型，就労継続支援Ｂ型又は共同生活援助に係る事

業の用に供する部分に限る。）は，建築物の耐震改修の促進に関する法

律（以下「耐震改修促進法」という。）第17条第３項第１号に規定する

耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通

大臣が定める基準に適合していなければならない。

　　附則第２項及び第３項中「第６条，第９条，第11条，第14条，第17条及

び第20条」を「第７条，第11条，第14条，第18条，第22条及び第26条」に

改める。

（京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に

関する条例の一部改正）

第４条　京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基

準等に関する条例の一部を次のように改正する。

　　第１条中「「法」という。）及び」を「「法」という。），」に，「「旧介護保

険法」という。）」を「「平成18年改正前法」という。）及び地域における医

療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律（平成26年法律第83号）附則第11条又は第14条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされる同法第５条の規定による改正前の介護保険

法（以下「平成26年改正前法」という。）」に改める。

　　第２条中「及び旧介護保険法」を「，平成18年改正前法及び平成26年改
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正前法」に改める。

　　第６条中「第104条の２第２項各号」を「第104条の３第２項各号」に改

める。

　　第27条中「定める者」の右に「（申請者が介護予防訪問介護及び介護予

防通所介護の事業を行う事業者である場合を含む。）」を加える。

　　第28条中「基準該当介護予防サービス」の右に「（指定介護予防訪問介

護（指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護をいう。以下同

じ。），基準該当介護予防訪問介護（基準該当介護予防サービスに該当する

介護予防訪問介護又はこれに相当するサービスをいう。以下同じ。），指定

介護予防通所介護（指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護

をいう。以下同じ。）及び基準該当介護予防通所介護（基準該当介護予防

サービスに該当する介護予防通所介護又はこれに相当するサービスをいう。

以下同じ。）を含む。）」を加える。

　　第29条中「基準該当介護予防サービスの事業」の右に「（指定介護予防

訪問介護，基準該当介護予防訪問介護，指定介護予防通所介護及び基準該

当介護予防通所介護の事業を含む。）」を加える。

　　第30条中「「省令」」を「「平成18年省令」」に改め，「第37条第２項各号

（省令第45条において準用する場合を含む。），」及び「，第106条第２項各

号（省令第115条において準用する場合を含む。）」を削り，「第288条第２

項各号」の右に「並びに介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平

成27年厚生労働省令第４号）附則第２条第３号及び第４条第３号の規定に

よりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の

人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準（以下この章において「平成27年改正

前省令」という。）第37条第２項各号（平成27年改正前省令第45条におい

て準用する場合を含む。）及び第106条第２項各号（平成27年改正前省令第

115条において準用する場合を含む。）」を加える。
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　　第32条中「第２項」の右に「又は平成26年改正前法第54条第１項第２号

並びに第115条の４第１項及び第２項」を加え，「省令」を「平成18年省令

又は平成27年改正前省令」に改める。

　　第38条の11中「法第115条の46第４項」を「法第115条の46第５項」に改

める。

　　第42条中「旧介護保険法」を「平成18年改正前法」に改める。

　　附則第３項中「規則及び」を「規則，」に改め，「指定介護療養型医療施

設の人員，設備及び運営に関する基準」の右に「及び介護保険法施行規則

等の一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第４号）附則第２条第３

号及び第４条第３号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定

介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」を加え

る。

（京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に

関する条例の一部改正）

第５条　京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基

準等に関する条例の一部を次のように改正する。

　　第５条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第５条の２　指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの事業を行う事

業所（通所介護，通所リハビリテーション，短期入所生活介護，短期入

所療養介護又は特定施設入居者生活介護に係る事業の用に供する部分に

限る。）は，建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「耐震改修促

進法」という。）第17条第３項第１号に規定する耐震関係規定又は地震

に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適

合していなければならない。

　　第12条の次に次の１条を加える。
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　（地震に対する安全性の確保）

　第12条の２　指定地域密着型サービスの事業を行う事業所（認知症対応型

通所介護，小規模多機能型居宅介護，認知症対応型共同生活介護，地域

密着型特定施設入居者生活介護，地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護又は複合型サービスに係る事業の用に供する部分に限る。）は，

耐震改修促進法第17条第３項第１号に規定する耐震関係規定又は地震に

対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合

していなければならない。

　　第19条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第19条の２　指定介護老人福祉施設は，耐震改修促進法第17条第３項第１

号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものと

して国土交通大臣が定める基準に適合していなければならない。

　　第24条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第24条の２　介護老人保健施設は，耐震改修促進法第17条第３項第１号に

規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして

国土交通大臣が定める基準に適合していなければならない。

　　第26条中「前３条」を「第23条から前条まで」に改める。

　　第29条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第29条の２　指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの事業

を行う事業所（介護予防通所リハビリテーション，介護予防短期入所生

活介護，介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介

護に係る事業の用に供する部分に限る。）並びに指定介護予防通所介護

及び基準該当介護予防通所介護の事業を行う事業所は，耐震改修促進法

第17条第３項第１号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上こ
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れに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなければ

ならない。

　　第35条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第35条の２　指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所（介護

予防認知症対応型通所介護，介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護

予防認知症対応型共同生活介護に係る事業の用に供する部分に限る。）

は，耐震改修促進法第17条第３項第１号に規定する耐震関係規定又は地

震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に

適合していなければならない。

　　第40条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第40条の２　指定介護療養型医療施設は，耐震改修促進法第17条第３項第

１号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるもの

として国土交通大臣が定める基準に適合していなければならない。

　　第42条中「前３条」を「第39条から前条まで」に改める。

（京都市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営の基準

に関する条例の一部改正）

第６条　京都市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営

の基準に関する条例の一部を次のように改正する。

　　第６条を第７条とし，第５条を第６条とし，第４条の次に次の１条を加

える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第５条　幼保連携型認定こども園は，建築物の耐震改修の促進に関する法

律第17条第３項第１号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上

これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなけれ

ばならない。
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　　附則第２項中「第５条」を「第６条」に改める。

　　附則第４項及び第５項中「第６条」を「第７条」に改める。

　　別表中「第５条関係」を「第６条関係」に改める。

（京都市子ども・子育て支援法施行条例の一部改正）

第７条　京都市子ども・子育て支援法施行条例の一部を次のように改正する。

　　目次中「第７条」を「第８条」に，「第８条～第14条」を「第９条～第

16条」に，「第15条」を「第17条」に，「第16条」を「第18条」に改める。

　　第16条を第18条とし，第４章中第15条を第17条とする。

　　第14条中「第８条」を「第９条」に改め，第３章中同条を第16条とする。

　　第13条を第15条とし，第10条から第12条までを２条ずつ繰り下げ，第９

条を第10条とし，同条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第11条　特定地域型保育事業を行う事業所（家庭的保育事業，小規模保育

事業又は事業所内保育事業の用に供する部分に限る。）は，耐震改修促

進法第17条第３項第１号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全

上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなけ

ればならない。

　　第８条を第９条とし，第２章中第７条を第８条とし，第６条を第７条と

し，第５条を第６条とし，第４条の次に次の１条を加える。

　（地震に対する安全性の確保）

　第５条　特定教育・保育施設は，建築物の耐震改修の促進に関する法律

（以下「耐震改修促進法」という。）第17条第３項第１号に規定する耐

震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大

臣が定める基準に適合していなければならない。

　　附則第２項中「第７条」を「第８条」に，「第14条」を「第16条」に改

める。

　　附則第３項中「第７条」を「第８条」に，「第14条」を「第16条」に改
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める。

附 則

（施行期日） 

１　この条例は，平成27年７月１日から施行する。ただし，第１条中京都市

児童福祉法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に関する

条例附則第２項の改正規定及び第４条の規定は，同年４月１日から施行す

る。

（地震に対する安全性の確保に関する経過措置）

２　この条例の規定により建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第３

項第１号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるも

のとして国土交通大臣が定める基準に適合していなければならないことと

された事業所又は施設のうち，この条例の施行の際本市の区域内に現に存

するもの（平成27年３月31日までに子ども・子育て支援法附則第７条ただ

し書の規定による別段の申出をした同条ただし書に規定する設置者が，同

法第７条第４項に規定する教育・保育施設を廃止し，当該施設と同一の所

在地において，当該施設の設備を用いて設置する同法第27条第１項に規定

する特定教育・保育施設を含み，この条例の施行の日以後に床面積を増加

させる場合における当該増加の部分及び本市の区域内に移転させる場合

における当該移転の部分を除く。以下「事業所等」という。）については，

当該基準に係るこの条例の規定にかかわらず，当該基準に適合しない限度

において，当該規定を適用しない。この場合において，事業所等を管理す

る者は，当該事業所等について耐震診断を行い，必要に応じ，耐震改修を

行うよう努めなければならない。

提案理由

　自ら避難することが困難な者であって，その円滑かつ迅速な避難の確保を

図るため特に支援を要するものの地震の発生時における安全性の確保を推進
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するため，保育所等について，耐震関係規定等の基準に適合していなければ

ならないこととする必要があるので提案する。


